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基
準
器
検
査
の
対
象
と
な
る

計
量
器
の
検
査
、
受
検
者
等

に
つ
い
て
の
範
囲
を
特
定

　
平
成
　（
1
9
9
9
）年
：

11

基
準
器
検
査
の
器
差
の
確
認

　（
事
業
者
の
自
己
確
認
・
自

主
保
安
）

　
検
査
検
定
制
度
の
う
ち
、

保
護
法
益
の
面
か
ら
比
較
的

危
険
度
が
小
さ
い
も
の
で

あ
っ
て
、
か
つ
違
反
に
よ
る

危
害
発
生
の
蓋
（
が
い
）
然

性
も
小
さ
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
政
府
が
行
っ
て

い
る
検
査
検
定
業
務
を
事
業

者
自
身
に
ゆ
だ
ね
、
自
己
確

認
・
自
主
保
安
化
す
る
。

　
な
お
、
自
己
確
認
・
自
主

保
安
を
基
本
と
す
る
場
合
に

1
．議
事
要
旨
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
会
議
の
翌
々
日

ま
で
に
作
成
し
、公
開
す
る
。 

2
．
議
事
録
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
会
議
終
了
後
1

ケ
月
以
内
に
作
成
し
、
公
開

す
る
。 

3
．
配
付
資
料
は
原
則
と
し

て
公
開
す
る
。

4
．個
別
の
事
情
に
応
じ
て
、

会
議
又
は
資
料
を
非
公
開
と

す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の

判
断
は
、
会
長
に
一
任
す
る

も
の
と
す
る
。

2005年（平成 17年）9月25日（日）（4）第 2601 号 （第三種郵便物認可）

2
0
0
5
年
度（
平
成
　
年
度
）第
1

17

回
計
量
行
政
審
議
会
配
付
資
料
款

7
月
　
日
開
催
、経
済
産
業
省
本
館
　
階
第
1
共
用
会
議
室

26

17

資 料

審
議
会
の
進
め
方
に
つい
て（
案
）

お
い
て
は
、
消
費
者
等
の
市

場
に
参
加
す
る
者
へ
の
十
分

な
情
報
提
供
が
前
提
と
な
る

こ
と
か
ら
、
行
政
庁
に
お
け

る
情
報
公
開
は
も
と
よ
り
、

事
業
者
側
に
お
い
て
も
情
報

提
供
を
促
進
す
る
等
の
取
組

を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。

計量制度検討
小委員会 

第 1WG
検定・検査制度のあり方 等 

第 2WG
量目規制のあり方 等 

第 3WG
計量標準・標準物質の供給 等 

　
①
取
引
・
証
明
に
お
け
る

計
量
に
つ
い
て
は
、
こ
の
計

量
法
が
す
べ
て
カ
バ
ー
し
て

い
る
。

　
②
国
際
的
計
量
ル
ー
ル
に

調
和
し
た
制
度
（
メ
ー
ト
ル

条
約
、
国
際
法
定
計
量
機
関

設
立
条
約
）

　
③
産
総
研
が
世
界
に
通
じ

る
計
量
の
「
も
の
さ
し
」
を

国
内
に
供
給
し
て
い
る
。

　
④
生
活
に
密
着
し
た
正
確

計
量
の
た
め
の
検
査
な
ど

は
、
都
道
府
県
等
の
地
方
自

治
体
が
担
っ
て
い
る
。

　
⑤
計
量
単
位
な
ど
重
要
な

技
術
的
事
項
は
、
計
量
行
政

審
議
会
が
定
め
て
い
る
。

【
計
量
単
位
の
統
一
】

　
国
内
で
使
用
す
る
法
定
計

量
単
位
（
m
、
茜
、
s
（
秒
）、

℃
な
ど
）
を
国
際
単
位
系

（
S
I
＝

「
国
際
単
位
系
」）
に
統

一
し
、
取
引
・
証
明
行
為
に

お
け
る
法
定
計
量
単
位
以
外

の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
。

【
正
確
な
計
量
器
の
供
給

（
特
定
計
量
器
の
検
定
）】

　
特
に
適
正
な
計
量
の
実
施

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
計

量
器（
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
、

は
か
り
、水
道
メ
ー
タ
ー
等
）

に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
、

日
本
電
気
計
器
検
定
所
、
指

定
検
定
機
関
等
の
公
的
機
関

の
行
う
検
定
に
合
格
し
た
も

の
以
外
の
使
用
を
禁
止
。

【
民
間
能
力
を
活
用
し
た
正

確
な
計
量
器
の
供
給
（
指
定

製
造
事
業
者
制
度
）】

　
十
分
な
品
質
管
理
能
力
を

有
す
る
も
の
と
し
て
経
済
産

業
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
指

定
製
造
事
業
者
に
つ
い
て

は
、
公
的
機
関
の
検
定
に
代

え
て
自
主
検
査
に
よ
る
対
応

が
可
能
と
な
る
。

【
食
品
な
ど
を
密
封
し
た
商

品
の
正
確
な
計
量
（
商
品
量

目
）】

　
特
定
商
品
（
野
菜
、
魚
、

洗
剤
等
）
の
販
売
者
は
、
商

品
ご
と
に
定
め
ら
れ
た
許
容

誤
差
（
1
0
0
g
に
対
し
て

は
マ
イ
ナ
ス
2
g
ま
で
等
）

を
超
え
な
い
よ
う
に
計
量

し
、
密
封
し
た
商
品
に
つ
い

て
は
内
容
量
を
表
記
す
る
こ

と
を
義
務
付
け
て
い
る
。

【
正
確
な
計
量
の
結
果
の
確

保
（
計
量
証
明
事
業
）】

　
産
業
廃
棄
物
の
重
量
、
環

境
汚
染
物
質
（
N
O
x
、
S

O
x
な
ど
）
の
濃
度
な
ど
の

測
定
結
果
を
公
的
に
証
明

し
、
証
明
書
を
発
行
す
る
計

新
し
い
計
量
行
政
の
方
向
に
つい
て

（
参
考
資
料
）茨

我
が
国
の
計
量
制
度
の
概
要
量
証
明
事
業
を
行
う
事
業
者

は
、
都
道
府
県
へ
の
登
録
が

義
務
づ
け
ら
れ
る
。

【
極
微
量
物
質
の
計
量
証
明

（
特
定
計
量
証
明
事
業
）】

　
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
等
の
極
微

量
物
質
の
計
量
証
明
（
特
定

計
量
証
明
事
業
）
に
は
特
に

高
度
な
技
術
力
が
必
要
と
な

る
た
め
都
道
府
県
へ
の
登
録

に
当
た
り
、　
製
品
評
価
技

（独）

術
基
盤
機
構
に
よ
る
技
術
力

の
認
定
が
必
要
と
な
る
。

【
計
量
の
「
も
の
さ
し
」
に

よ
る
計
量
器
の
校
正
】

　
能
力
認
定
を
受
け
た
校
正

事
業
者
（
J
C
S
S
認
定
事

業
者
）
に
よ
り
、
経
済
産
業

大
臣
が
指
定
し
た
国
家
計
量

標
準
（
特
定
標
準
器
及
び
特

定
標
準
物
質
）
か
ら
段
階
的

な
校
正
等
を
行
い
、
計
量
器

の
精
度
（
不
確
か
さ
）
を
対

外
的
に
証
明
す
る
ト
レ
ー
サ

ビ
リ
テ
ィ
（
計
量
器
の
校
正

履
歴
が
国
家
標
準
ま
で
た
ど

れ
る
こ
と
）
を
確
保
。

1
．
目
的

　
計
量
法
に
お
け
る
検
定
等

の
特
定
計
量
器
検
査
の
信
頼

性
を
確
保
、
維
持
す
る
た
め

に
用
い
る
計
量
器
に
つ
い
て

一
定
の
精
度
を
保
つ
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

2
．
根
拠
条
文

　
計
量
法
第
1
0
2
条
〜
第

1
0
5
条

3
．
制
度
の
概
要

　
検
定
等
の
特
定
計
量
器
の

検
査
に
用
い
る
計
量
器
に
つ

い
て
、
基
準
器
検
査
に
合
格

し
た
計
量
器
で
な
け
れ
ば
、

検
定
・
定
期
検
査
・
計
量
証

明
検
査
・
製
造
事
業
者
に
お

け
る
自
主
検
査
等
に
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と

す
る
も
の
。

4
．
見
直
し
の
契
機

　
昭
和
　（
1
9
6
6
）年
：

41

基
準
器
の
対
象
の
見
直
し

　
平
成
5（
1
9
9
3
）年
：

　（
検
討
体
制
）

　
計
量
行
政
審
議
会
運
営
手

続
き
第
十
一
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
小
委
員
会
を
設
置
。 

　（
主
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（
予

定
）） 

　
平
成
　
年
8
月
8
日
：
計

17

量
制
度
検
討
小
委
員
会
で
の

検
討
を
開
始
。

　
以
降
：
小
委
員
会
、
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
て
分
野

我が国の計量規制の歴史と変遷
①尺貫法とともにメートル法を公認。「尺と貫」
を基本とする
②営業に使用する計量器を検定対象とし、製造
事業者・販売事業者は免許制

度量衡法制定
（近代的度量衡制度）

1891年
（明治 24年）

電気計器の検定開始電気測定法制定1910年
（明治 43年）

メートル法への統一を規定。「メートル」、「キロ
グラム」を基本に度量衡法改正1921年

（大正 10年）
度量衡法に比べ、単位の対象を拡大（度量衡中
心→熱量、濃度等も加える）、メートル法の推進計量法制定1951年

（昭和 26年）

一般の商取引をメートル法に統一計量法改正1959年
（昭和 34年）

土地・建物の取引もメートル法に統一計量法改正1966年
（昭和 41年）

電気測定法との統合。規制対象計量器の削減、
販売事業を許可制から登録制へ

計量法改正
（明治以来の計量器規制改正）

1966年
（昭和 41年）

①計量単位の国際単位系（SI単位）への統一
②指定製造事業者制度の導入
③トレーサビリティ制度（JCSS制度）の導入

計量法全面改正
（現行計量法の制定）

1993年
（平成 5年）

①計量法上の地方自治体の事務を機関委任事務
から自治事務・検定等業務へ
②地方自治体職員の計量教習の受講義務の廃止

計量法改正
（地方分権一括法改正）

2000年
（平成 11年）

行政組織、審議会規定等の見直し計量法改正
（中央省庁等改革一括法改正）

2000年
（平成 11年）

①指定機関の公益法人要件の撤廃
② JCSS階層制の導入

計量法改正
（基準認証一括法改正）

2001年
（平成 12年）

ダイオキシン等極微量物質の正確計量のための
MLAP制度の創設

計量法改正
（MLAP制度の創設）

2002年
（平成 13年）

JCSS「認定」事業者制度を行政の裁量の余地の
ない「登録制」へ

計量法改正
（公益法人一括法改正）

2003年
（平成 15年）

別
に
検
討
。小
委
員
会
、ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
検
討
の

進
捗
に
応
じ
、
年
内
を
目
途

に
計
量
行
政
審
議
会
に
て
、

基
本
的
方
向
を
審
議
。
そ
の

後
、
更
に
小
委
員
会
、
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
で
検
討

し
、
平
成
　
年
春
を
目
途
に

18

と
り
ま
と
め
を
予
定
。 

﹇
編
集
部
注
：
出
席
委
員
の

賛
成
多
数
で
承
認
﹈

に
つ
い
て
、
認
定
事
業
者
が

行
う
計
量
器
の
校
正
を
も
っ

て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
制

度
を
導
入

計
量
行
政
審
議
会
の
公
開
に
つ
い
て

規
制
改
革・民
間
開
放
推
進
3
か

年
計
画（
H
　・3・
　
閣
議
決
定
）﹇
抜
粋
﹈

16

19

基
準
器
制
度

検定、検査業務を行う
都道府県・計量士等

経済産業大臣、都道府
県又は日本電気計器検
定所による基準器検査
（構造・器差）

検定・検査業務等に使用

制度の概要
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1
．
概
要

　
国
際
相
互
承
認
協
定
（

）
は
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
対
応
す
る
た
め
、
メ
ー

ト
ル
条
約
加
盟
国
の
主
要
国

家
計
量
標
準
機
関
の
代
表
で

構
成
す
る
国
際
度
量
衡
委
員

会
（
C
I
P
M
）
に
お
い
て

締
結
さ
れ
た
協
定
で
あ
る
。

　（
注
：
本
協
定
は
、1
9
9

9
年
　
月
に
開
催
さ
れ
た
第

10

　
回
国
際
度
量
衡
総
会
に
お

21い
て
　
カ
国
の
国
家
計
量
標

38

準
機
関
と
国
際
機
関
2
機
関

に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
た
。
日

本
は
当
時
の
工
業
技
術
院
計

量
研
究
所
が
標
準
研
究
所

（
計
量
研
究
所
、
物
質
工
学

工
業
技
術
総
合
研
究
所
、
電

子
技
術
総
合
研
究
所
、
郵
政

省
通
信
総
合
研
究
所
）
の
4

所
を
代
表
し
署
名
し
た
。
こ

の
結
果
、
本
協
定
は
2
0
0

5
年
1
月
に
発
効
し
た
）

　
本
協
定
は
、
経
済
活
動
や

取
引
の
基
本
で
あ
る
計
測
・

計
量
に
つ
い
て
、
国
家
計
量

標
準
機
関
を
頂
点
と
す
る
各

国
の
計
量
標
準
ト
レ
ー
サ
ビ

リ
テ
ィ
体
系
を
相
互
に
信
頼

し
、
他
国
の
国
家
計
量
標
準

の
校
正
デ
ー
タ
を
自
国
で
も

そ
の
ま
ま
同
等
と
認
め
、
そ

の
校
正
証
明
書
を
そ
の
ま
ま

自
国
で
も
受
け
入
れ
る
仕
組

み
を
構
築
し
た
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
試
験
器

等
が
こ
の
計
量
標
準
に
ト

レ
ー
サ
ブ
ル
で
あ
る
場
合
、

製
品
等
の
試
験
成
績
書
が
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
で
相
手
国
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。

　
ま
た
、
本
協
定
に
署
名
し

た
各
国
の
国
家
計
量
標
準
機

関
の
技
術
能
力
を
統
一
的
な

基
準
に
よ
り
比
較
（
い
わ
ゆ

る
技
能
試
験
に
よ
る
国
際
比

較
）、
審
査
し
、
そ
の
結
果
と

し
て
登
録
・
公
表
さ
れ
た
技

術
能
力
（

：
C
M
C
）
に

基
づ
い
て
承
認
・
不
承
認
を

判
断
す
る
仕
組
み
を
併
せ
て

構
築
し
て
い
る
。

　
な
お
、
1
9
9
9
年
か
ら

の
4
年
間
で
、
こ
の
相
互
承

認
協
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ

て
き
た
膨
大
な
数
の
比
較
試

験
と
技
術
能
力
の
審
査
の
結

果
、
C
M
C
の
登
録
数
は
1

万
7
千
件
を
超
え

て
お
り
、
本
協
定

の
発
効
に
よ
っ
て

国
際
的
な
信
頼
性

確
保
の
枠
組
み
が

整
理
さ
れ
、
障
壁

の
な
い
自
由
な
取

引
が
促
進
さ
れ

る
。
製
品
や
食
品

に
付
与
さ
れ
る
試

験
デ
ー
タ
の
信
頼

性
を
外
国
の
顧
客

や
規
制
当
局
か
ら
求
め
ら
れ

た
と
き
、
登
録
さ
れ
た
C
M

C
へ
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

を
確
保
す
る
こ
と
で
、
そ
の

試
験
成
績
書
は
国
境
を
越
え

て
通
用
す
る
い
わ
ば
パ
ス

ポ
ー
ト
と
な
る
。

2
．
国
際
相
互
承
認
協
定
の

内
容

　
本
協
定
は
2
つ
の
パ
ー
ト

か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

国
家
計
量
標
準
の
同
等
性
を

承
認
す
る
こ
と（
パ
ー
ト
1
）

及
び
国
家
計
量
機
関
に
よ
る

校
正
証
明
書
を
相
互
に
承
認

す
る
こ
と
（
パ
ー
ト
2
）
を

規
定
し
て
い
る
。
署
名
者
は

パ
ー
ト
1
の
み
に
参
加
し
て

も
よ
い
し
、
パ
ー
ト
2
も
含

め
て
参
加
す
る
こ
と
も
で
き

る
。

　
相
互
承
認
の
技
術
的
基
盤

は
、
基
幹
比
較
や
品
質
シ
ス

テ
ム
の
第
三
者
認
証
な
ど
に

よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
も
の
と

し
、
具
体
的
に
は
以
下
の
よ

う
な
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

　
同
等
性
は
国
家
計
量
標
準

機
関
間
の
基
幹
比
較
（

）に
よ
っ

て
確
保
さ
れ
る
。

　
基
幹
比
較
は
、
国
際
度
量

衡
委
員
会
の
各
諮
問
委
員
会

及
び
地
域
計
量
組
織
（
A
P

M
P
、
E
U
R
O
M
E
T
な

ど
）
が
管
理
す
る
。

　
国
家
計
量
標
準
の
比
較
の

た
め
、
基
幹
比
較
の
乖
離
の

程
度
で
、
国
家
計
量
標
準
の

同
等
性
の
程
度
を
量
的
に
示

す
。

　
国
家
計
量
標
準
機
関
は
、

I
S
O
／
I
E
C
1
7
0
2

5
（
試
験
所
及
び
校
正
機
関

の
能
力
に
関
す
る
一
般
要
求

事
項
）
又
は
そ
れ
と
同
等
の

品
質
シ
ス
テ
ム
が
要
求
さ
れ

計
量
制
度
検
討

小
委
員
会
委
員

◇
委
員
長
＝
▽
中
田
哲
雄

（
同
志
社
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
研

究
科
研
究
科
長
）

◇
委
員
﹇
　
名
﹈
＝
▽
青
山

21

理
恵
子
（
花
日
本
消
費
生
活

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
協
会
常
任
理
事
）
▽

飯
塚
幸
三
（
花
日
本
計
量
振

興
協
会
会
長
）
▽
石
井
正
国

（
花
神
奈
川
県
計
量
協
会
理

事
）
▽
今
井
秀
孝
（
　
製
品

（独）

評
価
技
術
基
盤
機
構
認
定
セ

ン
タ
ー
顧
問
）
▽
上
田
全
宏

（
苛
日
本
品
質
保
証
機
構
理

事
長
）
▽
小
野
晃
（
　
産
業

（独）

技
術
総
合
研
究
所
研
究
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
）
▽
甲
斐
カ
ズ

子
（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連

絡
協
議
会
常
任
理
事
）
▽
梶

原
泰
裕（
三
菱
化
学
珂
技
術
・

生
産
セ
ン
タ
ー
執
行
役
員
技

術
部
長
）▽
河
村
真
紀
子（
主

婦
連
合
会
副
常
任
委
員
）
▽

桑
克
彦
（
筑
波
大
学
大
学
院

人
間
科
学
研
究
科
助
教
授
）

▽
芝
田
裕
一
（
読
売
新
聞
東

京
本
社
編
集
局
科
学
部
次

長
）
▽
鈴
木
善
統
（
日
本

チ
ェ
ー
ン
ス
ト
ア
協
会
専
務

理
事
▽
田
畑
日
出
男
（
花
日

本
環
境
測
定
分
析
協
会
顧

問
、
名
誉
会
長
）
▽
橋
本
博

之
（
立
教
大
学
法
務
研
究
科

教
授
）
▽
宮
崎
緑
（
千
葉
商

科
大
学
政
策
情
報
学
部
助
教

授
）
▽
宮
下
茂
（
花
日
本
計

量
機
器
工
業
連
合
会
会
長
）

▽
宮
下
正
房
（
東
京
経
済
大

学
副
学
長
）
▽
森
紳
彦
（
東

京
都
計
量
検
定
所
長
（
都
道

府
県
計
量
行
政
協
議
会
全
国

世
話
人
））
▽
矢
橋
有
彦
（
日

本
電
気
計
器
検
定
所
理
事

長
）
▽
山
﨑
弘
郎
（
東
京
大

学
名
誉
教
授
）
▽
吉
田
悦
教

（
徳
島
県
企
画
総
務
部
長
）

計
量
制
度
検
討
小

委
員
会
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
委
員

第
1
W
G

◇
座
長
＝
▽
飯
塚
幸
三
（
花

日
本
計
量
振
興
協
会
会
長
）

◇
委
員
﹇
　
名
﹈
＝
▽
石
川

15

洋
一
（
花
日
本
電
気
計
測
器

工
業
会
専
務
理
事
）
▽
岩
崎

義
博
（
　
製
品
評
価
技
術
基

（独）

盤
機
構
認
定
セ
ン
タ
ー
認
定

課
長
）
▽
柿
沼
宇
佐
（
日
本

電
気
計
器
検
定
所
専
務
理

事
）
▽
加
島
淳
一
郎
（
花
日

本
計
量
機
器
工
業
連
合
会
副

会
長
）
▽
河
村
真
紀
子
（
主

婦
連
合
会
副
常
任
委
員
）
▽

小
島
孔
（
　
産
業
技
術
総
合

（独）

研
究
所
計
測
標
準
研
究
部
門

法
定
計
量
技
術
科
長
）
▽
杉

山
喬
（
苛
日
本
品
質
保
証
機

構
理
事
）
▽
武
田
貞
生
（
苛

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
振
興
セ
ン

タ
ー
専
務
理
事
▽
中
野
義
幸

（
大
阪
府
計
量
検
定
所
長
）

▽
橋
本
博
之
（
立
教
大
学
法

務
研
究
科
教
授
）
▽
三
浦
修

（
千
葉
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
計
量
検
査
所
長
）
▽
三

木
幸
信
（
　
産
業
技
術
総
合

（独）

研
究
所
計
測
標
準
研
究
部
門

副
研
究
部
門
長
）
▽
山
﨑
弘

郎
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

▽
山
本
弘
（
国
際
法
定
計
量

調
査
研
究
委
員
会
副
委
員

長
）
▽
横
尾
明
幸
（
東
京
計

量
士
会
理
事
）

第
2
W
G

◇
座
長
＝
▽
宮
下
正
房
（
東

京
経
済
大
学
副
学
長
）

◇
委
員
﹇
　
名
﹈
＝
▽
青
山

11

理
恵
子
（
花
日
本
消
費
生
活

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
・
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
協
会
常
任
理
事
）
▽

印
南
武
雄
（
花
日
本
計
量
振

興
協
会
常
務
理
事
）
▽
角
田

啓
子
（
苛
日
本
規
格
協
会
嘱

託
審
査
員
）
▽
加
藤
さ
ゆ
り

（
全
国
地
域
婦
人
団
体
連
絡

協
議
会
事
務
局
長
）
▽
川
西

勝
三
（
花
日
本
計
量
機
器
工

業
連
合
会
副
会
長
）
▽
鈴
木

善
統
（
日
本
チ
ェ
ー
ン
ス
ト

ア
協
会
専
務
理
事
）
▽
根
田

和
朗
（
　
産
業
技
術
総
合
研

（独）

究
所
計
測
標
準
研
究
部
門
質

量
計
試
験
技
術
室
長
）
▽
堀

切
正
明
（
谷
中
銀
座
商
店
街

振
興
組
合
理
事
長
）
▽
宮
崎

緑
（
千
葉
商
科
大
学
政
策
情

報
学
部
助
教
授
）
▽
森
紳
彦

（
東
京
都
計
量
検
定
所
長
、

都
道
府
県
計
量
行
政
協
議
会

全
国
世
話
人
）▽
吉
野
博（
川

崎
市
計
量
検
査
所
副
主
幹
・

検
査
係
長
）

第
3
W
G

◇
座
長
＝
▽
今
井
秀
孝
（
　（独）

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
認

定
セ
ン
タ
ー
顧
問
）

◇
委
員
﹇
　
名
﹈
＝
▽
伊
藤

17

尚
美
（
花
日
本
計
量
機
器
工

業
連
合
会
専
務
理
事
）
▽
梶

原
泰
裕（
三
菱
化
学
珂
技
術
・

生
産
セ
ン
タ
ー
執
行
役
員
・

技
術
部
長
）
▽
河
村
真
紀
子

（
主
婦
連
合
会
副
常
任
委

員
）
▽
久
保
田
正
明
（
東
京

理
科
大
学
理
学
部
非
常
勤
講

師
）
▽
桑
克
彦
（
筑
波
大
学

大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究

科
助
教
授
）
▽
齋
藤
壽
（
花

日
本
分
析
機
器
工
業
会
環
境

技
術
委
員
会
委
員
長
）
▽
芝

田
裕
一
（
読
売
新
聞
東
京
本

社
編
集
局
科
学
部
次
長
）
▽

杉
山
喬
（
苛
日
本
品
質
保
証

機
構
理
事
）▽
瀬
田
勝
男（
　（独）

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
認

定
セ
ン
タ
ー
所
長
）
▽
田
畑

日
出
男
（
花
日
本
環
境
測
定

分
析
協
会
顧
問
、名
誉
会
長
）

▽
中
野
英
俊
（
　
産
業
技
術

（独）

総
合
研
究
所
計
量
標
準
管
理

セ
ン
タ
ー
長
）
▽
畠
山
重
明

（
日
本
電
気
計
器
検
定
所
標

準
部
長
）
▽
本
多
敏
（
慶
応

義
塾
大
学
理
工
学
部
物
理
情

報
工
学
科
教
授
）
▽
松
本
保

輔
（
苛
化
学
物
質
評
価
研
究

機
構
東
京
事
業
所
化
学
標
準

部
長
）
▽
三
浦
正
寛
（
花
日

本
試
薬
協
会
規
格
委
員
会
委

員
）
▽
望
月
知
弘
（
日
産
自

動
車
珂
計
測
技
術
部
計
量
計

測
グ
ル
ー
プ
主
担
）
▽
山
領

泰
行
（
花
日
本
計
量
振
興
協

会
認
定
事
業
者
部
会
幹
事
）

（
以
上
五
十
音
順
、敬
称
略
）
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日
本
計
量
新
報
社

で
は
、
2
0
0
5
年

度
計
量
法
改
正
作
業

を
す
べ
て
伝
え
る
た

め
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
計
量
計
測
デ
ー
タ

バ
ン
ク
」
に
「
2
0

0
5
年
度
計
量
法
改

正
情
報
B
O
X
」
を

設
け
て
お
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
計
量
行

政
審
議
会
の
本
会

議
、
計
量
制
度
検
討

小
委
員
会
、
同
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の

改
正
作
業
な
ど
、
公

開
さ
れ
た
文
書
の
す

べ
て
を
掲
載
し
ま

す
。
ま
た
日
本
計
量

新
報
で
ニ
ュ
ー
ス
報

道
内
容
な
ど
関
連
文

書
の
す
べ
て
を
掲
載

し
ま
す
。

　
す
で
に
「
平
成
　17

年
度
第
一
回
計
量
行

政
審
議
会
」「
計
量
制

度
検
討
小
委
員
会
第

3
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
計
量
標
準
・
標
準
物
質

の
供
給
等
」
の
配
布
資
料

を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
追
加
し
た
文
書

内
容
は
次
の
と
お
り
で

す
。

　
計
量
制
度
検
討
小
委

員
会
第
1
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
検
定
・
検
査
制

度
の
あ
り
方
等
（
平
成
　17

年
度
第
1
回
）

　
計
量
制
度
検
討
小
委

員
会
第
2
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ
量
目
規
制
の

あ
り
方
等
（
平
成
　
年
度

17

第
1
回
）

　「
日
本
計
量
新
報
」
の

関
連
報
道
8
回
分

　
計
量
法
に
関
す
る
意

見
・
感
想
「
日
本
計
量
新

報
記
事
『
私
の
履
歴
書
』

よ
り
〜
法
改
正
検
討
を

密
室
に
し
て
は
な
ら
な

い
〜
他
」（
齋
藤
勝
夫
）、

「
5
年
計
量
法
の
改
正

作
業
を
ど
う
解
釈
す
る

か
」（
横
田
俊
英
）

http://www.keiryou-keisoku.co.jp/hou-kaisei2005/hou-kaisei-top.htm

計
量
標
準
の
国
際
相
互
承
認

協
定（
C
I
P
M

M
R
A
）の
概
要

る
。

　
第
三
者
認
証
の
無
い
機
関

（
自
己
適
合
宣
言
の
場
合
）

に
つ
い
て
は
、
文
書
提
出
が

要
求
さ
れ
る
。

　
C
M
C
の
登
録
に
当
た
っ

て
は
当
該
量
目
に
お
け
る
技

術
能
力
の
審
査
と
し
て
ピ
ア

レ
ビ
ュ
ー
が
実
施
さ
れ
る
。

各国の国家計量標準機関（NMI）を頂点とした国際
的な信頼性確保（国際相互承認）の枠組み 


